
地域医療構想調整会議等の進め方について

項目 昨年度までの取り組み 平成30年度の取り組み

1
地域医療構想調整会議
の開催

　県西地域の医療提供体制を確保することを目的に地域医療
構想の実現に向けた協議を行った。（年2回開催）
※会議は公開

継続（年2回開催）
※会議は公開し、資料及び会議結果をホームページに掲載

2
病院及び有床診療所会
議の設置及び開催

　地域医療の現状について情報共有を目的に病院等情報交
換会を開催した。（年１回開催）
※会議は非公開

　新たに地域医療構想調整会議の部会として設立しする。全
ての病院及び有床診療所によって構成し、より個別具体的な
協議を行う。今年度内に何回か開催予定。
　必要に応じて日光地区及び鹿沼地区や病床機能別に開催
する場合もありうる。
※会議は公開し、資料及び会議結果をホームページに掲載

　公的医療機関については、協議を継続する。

　一般病床または療養病床を有する病院及び有床診療所に
ついては、医療機関に対する意向調査を実施し、公的医療機
関等2025プランなどを参考にしながら地域医療構想調整会議
等で協議する。

　また、全ての病床が稼働していない病棟を有する医療機関
については、病院及び有床診療所会議において今後の活用
の方向性を確認する。

　　　　　　は、平成30年度から新規又は変更された取り組みを示す。

3
医療機関の方向性の確
認

　
　公的医療機関については、公的医療機関等2025プランを作
成し、地域医療構想調整会議において担うべき役割について
協議を開始した。

（案）

資料 １
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地域医療構想調整会議

地域医療構想の実現に向けた推進体制

・医療関係者、介護関係者、市町等
・年２回程度開催
・将来の目指すべき医療提供体制の検討、協議
・地域医療介護総合確保基金事業の提案や実

施への提言 等

栃木県医療介護総合確保推進協議会

・医療関係者、介護関係者、市町等
・年２～３回程度開催
・将来の目指すべき医療提供体制の検討、協議
・地域医療介護総合確保基金に係る計画の策

定及び進捗管理 等

・調整会議＋介護療養病床を有する病院、診

療所等＋市町（介護保険事業担当課）（H29）
↓

医療関係者（回復期、慢性期を中心）、介護
関係者、市町等（H29の体制から一部見直し
の可能性有）

・年１回程度開催

・地域での慢性期の療養等に関する、在宅医
療の資源確保や医療・介護連携体制の構築

・将来の医療需要に対応するサービスごとの整
備目標・見込み量について、達成状況の共有

医療・介護の体制整備に
係る協議の場

病院及び有床診療所会議
（部会扱い）

・全ての病院及び有床診療所
・年２回程度開催
・従来の病院等情報交換会の機能を見直し、合

意・承認の機能を有する会議として、より個別
具体的な協議の実施

連携

報告
助言

助言
報告
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構成 開催回数 機能、役割

地域医療構想調
整会議

医療関係者、介護
関係者、市町等

年２回程度 地域における議論の優
先度の整理等

病院及び有床診
療所会議（調整会
議の部会扱い）

全ての病院および
有床診療所

年２回程度 個別具体的な合意等
（具体的な医療機関、団
体名をあげて行う協議
等）

医療・介護の体制
整備に係る協議
の場

医療関係者（回復
期、慢性期を中心）、
介護関係者、市町
等（H29体制から一
部見直しの可能性
有）

年１回程度 地域での慢性期の療養
等に関して、在宅医療の
資源確保や医療・介護
連携体制の構築等

地域医療構想の実現に向けた推進体制
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構成
全ての病院及び有床診療所（病院と有床診療所、地域ごと等に分
けての会議開催は可能）

参加者 病院長、有床診療所長等（医療機関を代表できる者）

開催回数 年２回程度

機能、役割

・２０２５年を見据えた構想区域において担うべき医療機関として
の役割や２０２５年に持つべき医療機能ごとの病床数についての
合意等

・協議結果等は調整会議に報告

議長 原則として、各構想区域の調整会議の議長

参加者に対する
謝金、旅費の支給

無（医療機関の役割分担・連携体制の構築に係る会議に当事者と
して参加するため）

病院及び有床診療所会議の設置について
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地域医療構想調整会議 病院及び有床診療所会議

県北 平成３０年７月１１日（水）

県西 平成３０年８月７日（火） 平成３０年８月７日（火）

宇都宮 平成３０年７月２６日（木） 平成３０年９月～１０月予定

県東 平成３０年７月１０日（火） 平成３０年９月予定

県南 平成３０年６月１８日（月）

両毛 平成３０年７月３日（火） 平成３０年９月予定

地域医療構想調整会議等の開催予定（Ｈ３０）
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○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。

① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。

⇒協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院でなけ
れば担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

「地域医療構想の進め方について」※のポイント

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有

○ 都道府県は、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以下の内容を提示すること。

①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況

③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など

地域医療構想調整会議の運営

○ 都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年４回は地域医療構想調整会議を実施すること。

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。

地域医療構想調整会議の協議事項

【その他】

○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関 ・開設者を変更する医療機関

※ 平成30年2月7日付け医政地発0207第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

第１３回地域医療構想に

関するＷＧ 資料１－１

6



公的医療機関等２０２５プラン

○ 公的医療機関※、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合、地域医療機能推進機構、国立病院機構及び労働者健康
安全機構が開設する医療機関、地域医療支援病院及び特定機能病院について、地域における今後の方向性について記載し
た「公的医療機関等２０２５プラン」を作成し、策定したプランを踏まえ、地域医療構想調整会議においてその役割について議論
するよう要請。 ※新公立病院改革プランの策定対象となっている公立病院は除く。

【基本情報】
・医療機関名、開設主体、所在地 等

【現状と課題】
・構想区域の現状と課題

・当該医療機関の現状と課題 等

【今後の方針】
・当該医療機関が今後地域において担うべき役割 等

○ 各医療機関におけるプランの策定過程においても、地域の関係者からの意見を聴くなどにより、構想区域ごとの医療提供体制と整合的なプランの策定が求
められる。

○ 各医療機関は、プラン策定後、速やかにその内容を地域医療構想調整会議に提示し、地域の関係者からの意見を聴いた上で、地域の他の医療機関との
役割分担や連携体制も含め、構想区域全体における医療提供体制との整合性をはかることが必要。地域医療構想調整会議における協議の方向性との齟
齬が生じた場合には、策定したプランを見直すこととする。

○ さらに、上記以外の医療機関においても、構想区域ごとの医療提供体制の現状と、現に地域において担っている役割を踏まえた今後の方針を検討すること
は、構想区域における適切な医療提供体制の構築の観点から重要である。まずは、それぞれの医療機関が、自主的に検討するとともに、地域の関係者と
の議論を進めることが望ましい。

【具体的な計画】
・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する事項

（例）・４機能ごとの病床のあり方について
・診療科の見直しについて 等

・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する、具体的な数値目標
（例）・病床稼働率、手術室稼働率等、当該医療機関の実績に関する項目

・紹介率、逆紹介率等、地域との連携に関する項目、人件費率等、
経営に関する項目 等

記載事項

留意点

○救急医療や災害医療等の政策医療を主として担う医療機関：平成29年９月末
（３回目の地域医療構想調整会議で議論）

○その他の医療機関：平成29年12月末 （４回目の地域医療構想調整会議で議論）

策定期限
４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

病床機能報告等の
データ等を踏まえ、
各医療機関の役割
を明確化

医療機能、事業等
ごとの不足を補うた
めの具体策を議論

各役割を担う医療
機関名を挙げ、機
能転換等の具体策
の決定

具体的な医療機関
名や進捗評価指標、
次年度基金の活用
等を含む取りまと
め

●地域医療構想調整会議の議論のサイクル

約810病院対象病院数

第59回社会保障審議会
医療部会 資料１－２
（Ｈ30.1.24）
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１ 医療提供体制の改革（病床機能の分化・連携）

○ 都道府県が、2025年の機能別の医療需要・必要

病床数※と目指すべき医療提供体制等を内容とする

地域医療構想を策定

(平成29年３月31現在、全ての都道府県で策定済)

２ 実現するための方策

○ 都道府県による「地域医療構想調整会議」の開催

○ 知事の医療法上の権限強化（要請・指示・命令等）

○ 医療介護総合確保基金を都道府県に設置

医療需要 必要病床数

高度急性期 ○○○　人/日 ○○○　病床

急性期 □□□　人/日 □□□　病床

回復期 △△△　人/日 △△△　病床

慢性期 ▲▲▲　人/日 ▲▲▲　病床

2025年（推計）

公立病院改革の推進

医療介護総合確保推進法（H27年4月施行）

に基づく取組（厚生労働省）

※ イメージ 〔構想区域単位で策定〕

70.3% 

53.6% 

29.7% 

46.4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

25年度

≪経営の効率化≫ ≪再編・ネットワーク化≫

・統合・再編等に取り組んでいる病院数
１６２病院

・再編等の結果、公立病院数は減少
H20 : ９４３ ⇒ H25 : ８９２ （△ ５１病院）

≪経営形態の見直し≫

・地方独立行政法人化(非公務員型) ６９病院

・指定管理者制度導入(いわゆる公設民営) ２１病院

・民間譲渡・診療所化 ５０病院

【赤字】 【黒字】
（予定含む数）

１ 新公立病院改革プランの策定を要請
（１) 策定時期：地域医療構想の策定状況を踏まえつつH27年度又はH28年度中

（２）プランの内容：以下の4つの視点に立った取組を明記

２ 都道府県の役割・責任を強化

○再編・ネットワーク化への積極的な参画、新設・建替へのチェック機能の強化等

３ 地方財政措置の見直し
（１）再編・ネットワーク化への財政措置の重点化（H27年度～）

通常の整備 ・・・・・ 25%地方交付税措置
再編・ネットワーク化に伴う整備 ・・・・・ 40%地方交付税措置

（２）特別交付税措置の重点化（H28年度～）
○措置率（8割）の導入、都道府県の役割・責任の強化、財政力に応じた算定
○公的病院等への措置も公立病院に準じて継続

新公立改革ガイドライン（H27年3月）に基づく更なる改革の推進

「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年3月）に基づき新公立病院改革プランの策定を要請。
平成29年3月31日現在で新公立病院改革プランを策定済の病院は800（全体の92.7％）。
医療提供体制の改革と連携して公立病院の更なる経営効率化、再編・ネットワーク化等を推進。

・経常収支比率等の数値目標を設定

・地方独立行政法人化等を推進

経営の効率化

経営形態の見直し

公立病院改革ガイドライン（H19年12月）に基づくこれまでの取組の成果

連携

・病床機能、地域包括ケア構築等を明確化

・経営主体の統合、病院機能の再編を推進

地域医療構想を踏まえた役割の明確化

再編・ネットワーク化

第59回社会保障審議会
医療部会 資料１－２
（Ｈ30.1.24）
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公的医療機関等２０２５プラン 新公立病院改革プラン（地方独立
行政法人は中期計画）

県北 那須赤十字病院 那須南病院

県西 上都賀総合病院

宇都宮 済生会宇都宮病院
ＮＨＯ宇都宮病院
ＮＨＯ栃木医療センター
ＪＣＨＯうつのみや病院

栃木県立がんセンター

栃木県立リハビリテーションセン
ター

県東 芳賀赤十字病院

県南 自治医科大学附属病院
獨協医科大学病院
ＴＭＣしもつが

新小山市民病院

両毛 足利赤十字病院
佐野厚生総合病院

公的及び公立プランを用いた協議対象医療機関

9



１ 「地域医療構想の進め方」（平成30年２月７日付け各都道府県衛生主幹部（局）長宛て通知）への対応

（１） 個別の医療機関ごとの具体的対応方針への決定への対応

【公立病院に関すること】
○ 公立病院は、新公立病院改革プランを策定した上で、地域医療構想調整会議において、構想区域の

医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえて、平成２９年度中に、２０２５年に向けた具体
的対応方針を協議すること。

○ この際、
① 山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の提供
② 救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
③ 県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療

の提供
④ 研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能
などの役割が期待されていることに留意し、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率等を踏まえても
なお①～④の医療を公立病院において提供することが必要であるのかどうか、民間医療機関との役割
分担を踏まえ公立病院でなければ担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。

【調整会議等における対応】
新公立病院改革プランを活用した協議の継続

（各医療機関が策定した公的及び公立プランを比較し、２０２５年における医療機能ごとの病床数等の加筆や記
載内容の修正等を行いながら、公立病院でなければ担えない分野へ重点化されているかどうかという観点や

地域における救急医療、小児医療、周産期医療等の政策医療の確保の観点等から役割分担・連携体制の構
築の検討を図る。）

平成３０年度の取組①
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【公的医療機関等２０２５プラン対象医療機関に関すること】

○ 公的医療機関等２０２５プラン対象医療機関は、公的医療機関等２０２５プラ

ンを策定した上で、地域医療構想調整会議において、構想区域の医療機関の

診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえて、平成２９年度中に、２０２５年に

向けた具体的対応方針を協議すること。

○ この際、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率等を踏まえ公的医療機

関等２０２５プラン対象医療機関でなければ担えない分野へ重点化されている

かどうかについて確認すること。

【調整会議等における対応】

公的医療機関等２０２５プランを活用した協議の継続

（各医療機関が策定した公的及び公立プランを比較し、公的医療機関でなけれ

ば担えない分野へ重点化されているかどうかという観点や地域における救急

医療、小児医療、周産期医療等の政策医療を確保する観点等から役割分担・

連携体制の構築の検討を図る。）

平成３０年度の取組②
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【その他の医療機関に関すること】

○ その他の医療機関のうち、開設者の変更等を含め構想区域において担うべ

き医療機関としての役割や機能を大きく変更する病院などの場合には、今後の

事業計画を策定した上で、地域医療構想調整会議において、構想区域の医療

機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえて、速やかに２０２５年に向

けた対応方針を決定すること。

○ それ以外の全ての医療機関については、地域医療構想調整会議において、

構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえて、遅くと

も平成３０年度末までに２０２５年に向けた対応方針を協議すること。

【調整会議等における対応】
公的または公立プランを策定していない医療機関に対して、２０２５年を見据え
た構想区域において担うべき医療機関としての役割や２０２５年に持つべき医

療機能ごとの病床数等に関する意向調査を実施し、役割分担・連携体制の構
築の検討を図る。（平成３０年度末までに協議開始）

平成３０年度の取組③
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（２） 病床が全て稼働していない病棟（過去１年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみ

で構成される病棟）を有する医療機関への対応

【全ての医療機関に関すること】

○ 都道府県は、病床機能報告の結果等から、病床が全て稼働していない病棟を有する医療機

関を把握した場合には、速やかに、当該医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、①

病棟を稼働していない理由、②当該病棟の今後の運用見通しに関する計画について説明する

よう求めること。ただし、病院・病棟を建て替える場合など、事前に地域医療構想調整会議の協

議を経て、病床が全て稼働していない病棟の具体的対応方針を決定していれば、対応を求めな

くてもよい。

【調整会議等における対応】

調整会議等に病床機能報告の結果を提示し、構想区域内の状況を把握

↓
調整会議等において、対応方針の協議（病院及び有床診療所会議において、医療機関からの

説明を実施等）

↓
・廃止しない意向を認める場合は、以後の調整会議等において、状況を継続的に確認

・廃止する意向を認める場合は、地域医療介護総合確保基金を活用した事業の案内

（病床数の減少に伴う病棟等の用途変更に係る施設整備補助に係る経費への補助）

平成３０年度の取組④
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（３） 地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有

ア 個別の医療機関ごとの医療機能や診療実績

○ 構想区域ごとにどのような医療機関があり、それぞれの医療機関がどのような役割を果たしているのか、地域医療構

想調整会議において、個別の医療機関の取組状況を共有する必要があるため、都道府県は、各病院・病棟が担うべき

役割について協議できるよう、個別の医療機関ごとの診療実績を提示すること。

特に介護療養病床については、その担う役割を踏まえた上で、転換等の方針を早期に共有する必要がある。

○ また、高度急性期機能又は急性期機能と報告した病棟のうち、例えば急性期医療を全く提供していない病棟が含ま

れていることから、明らかな疑義のある報告については、地域医療構想調整会議において、その妥当性を確認すること。

※診療実績例

【高度急性期・急性期機能】

・幅広い手術の実施状況

・がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況 など

【回復期機能】

・急性期後の支援・在宅復帰への支援の状況

・全身管理の状況 など

【慢性期機能】

・長期療養患者の受入状況

・重度の障害児等の受入状況

【調整会議等における対応】

○病床機能報告において報告されている診療実績の提示

○高度急性期機能又は急性期機能と報告した病棟のうち、明らかな疑義のある報告に対する妥当性の確認については、

国の動向を勘案して対応（国では、ワーキングにおいて引き続き協議を行い、考え方を整理する予定）

平成３０年度の取組⑤
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１ 概要

国から各都道府県衛生主管部（局）長宛てに発出された「地域医療構想の進め方について」（平成30年２月７日付け）

においては、全ての医療機関の２０２５年における構想区域において担うべき役割や医療機能ごとの病床数について、

地域医療構想調整会議における合意を得ることとされている。

公的医療機関等２０２５プラン（以下「公的プラン」という。）策定対象医療機関及び新公立病院改革プラン（以下「公立

プラン」という。）策定対象医療機関については、両プランを活用した協議を開始しているところであり、地域医療構想調

整会議における協議に資するため、その他の医療機関についても意向調査を実施することとする。

２ 調査対象

一般または療養病床を有する病院及び有床診療所（公的及び公立プラン策定対象医療機関を除く。ただし、公的及び

公立プランに記載のない項目（公立の２０２５年の機能ごとの病床数等）については、公的及び公立プラン策定対象医療

機関に調査を実施する。）

調査対象医療機関数（平成29年度病床機能報告から作成）

※両毛地域は、佐野市民病院含む。

３ 調査内容

公的及び公立プランと比較しながら調整会議等における協議を行うため、両プランの記載内容を参考とした調査内容

とする。

医療機関に対する意向調査の実施について①

県北 県西 宇都宮 県東 県南 両毛

病院 15 8 20 4 15 11

有床診療所 16 14 34 9 19 14
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４ 調査方法

各広域健康福祉センターが、各構想区域内の医療機関への調査票（電子デ

ータ）の発送、医療機関からの調査票の回収、調査結果の集計・分析等を行う。

※医療機関への調査票の発送方法については、メール、県ホームページから

のダウンロード等、各センターごとに適当な方法での対応とする。

※各構想区域ごとの集計を活用して、県全体の集計を医療政策課が行う。

５ スケジュール

各構想区域における１回目の調整会議または病院及び有床診療所会議にお

いて概要説明後に調査実施

↓
２回目の調整会議または病院及び有診療所会議において調査結果の報告及

び調査結果を活用した協議の開始（平成３０年度末までに協議開始）

医療機関に対する意向調査の実施について②
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１．定量的な基準も含めた基準の検討の論点

○ 病床機能報告においては、病棟が担う医療機能のいずれか１つを選択して報告することとしており、実際の
病棟には様々な病期の患者が入院していることから、最も多くの割合を占める病期の患者に提供する医療機
能を報告することを基本としている。

○ 平成29年度の病床機能報告の結果においては、平成28年度の病床機能報告の結果と同様に、病床機能報

告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に比較すると、回復期機能を担う病床が各構想区域で大幅に
不足しているとの誤解を生じさせる状況が続いており、病床機能報告制度の改善を図る必要がある。

○ 一部の都道府県では、①回復期機能の充足度を評価するために、平均在棟日数を活用したり、②施策の対
象となる医療機能を明確化するために、救急患者の受入件数や手術件数を活用しており、これによって、各構
想区域における地域医療構想調整会議の議論の活性化につながっている。

○ また、平成29年度の病床機能報告の結果においても、高度急性期機能又は急性期機能と報告した病棟のう

ち、急性期医療を全く提供していない病棟が一定数含まれることから、地域医療構想調整会議において、その
妥当性を確認する必要がある。

○ 都道府県の取組等を参考にしながら、定量的な基準も含めた基準を具体的に検討してはどうか。

○ 高度急性期機能又は急性期機能と報告した病棟のうち、急性期医療を全く提供していない病棟について、
地域医療構想調整会議での議論の状況を確認してはどうか。

前回（第12回）の本ＷＧでお示しした論点
第１３回地域医療構想に

関するＷＧ 資料３－１

１９



急性期医療を全く提供していないと考えられる病棟について

○ 高度急性期・急性期機能を選択した病棟について、「具体的な医療の内容に関する項目」の
実施の有無を確認。

５．重症患者への対応状況

６．救急医療の実施状況

３．幅広い手術の実施状況

４．がん・脳卒中・心筋梗塞等へ
の治療状況

８．全身管理の状況

高度急性期・急性期病棟と報告し
ている病棟（21,265病棟）

※ 平成29年度病床機能報告において、様式１で高度急性期又は急性期機能を報告している病院の病棟及び有床診療所のうち、様式２で以下の項
目でレセプト件数、算定日数、算定回数が０件又は未報告と報告された病棟数を算出

重
症
患
者
へ
の
対
応

・ハイリスク分娩管理加算
・ハイリスク妊産婦共同管理料

・救急搬送診療料

・観血的肺動脈圧測定

・持続緩徐式血液濾過

・大動脈バルーンパンピング法
・経皮的心肺補助法
・補助人工心臓・植込型補助人工心臓

・頭蓋内圧持続測定

・血漿交換療法
・吸着式血液浄化法
・血球成分除去療法

平成29年度病床機能報告 医政局地域医療計画課調べ（平成30年4月時点）

該当なし：2,310病棟, 様式２未提出：1,938病棟

全
身
管
理

・中心静脈注射
・呼吸心拍監視

・酸素吸入

・観血的動脈圧測定
・ドレーン法
・胸腔若しくは腹腔洗浄

・人工呼吸
・人工腎臓

・腹膜灌流

・経管栄養カテーテル交換法

地域医療構想調整会議で
機能について確認

該当なし：1,746病棟, 様式２未提出：1,938病棟

該当なし：1,711病棟, 様式２未提出：1,938病棟

該当なし：1,548病棟, 様式２未提出：1,938病棟

「全項目該当なし：1,076病棟」＋「様式２未提出：1,938病棟」
＝3,014病棟（約14%）

第１３回地域医療構想に

関するＷＧ 資料３－１
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○ 地域医療構想調整会議の参加者は様々な主体から構成されており、議長は郡市医師会が担っ
ている区域が71％と最も多くを占め、事務局は都道府県（本庁）以外の保健所などが担っている
区域が74％と最も多くを占めている。このため、都道府県が、地域医療構想の達成に向けて医療

機関等の関係者と連携しながら円滑に取り組むためには、参加者や議長や事務局との間で、地
域医療構想の進め方について、正しく認識を共有する機会を定期的に設ける必要がある。

○ 一部の都道府県では、構想区域ごとの地域医療構想調整会議に加えて、都道府県単位の地域
医療構想調整会議を設置するとともに、事務局が医療関係者と十分に意見交換を行った上で、
データ整理を行い、地域の実情にあった論点提示を行うことで、地域医療構想調整会議の活性化
につながっている。このような取組が横展開するように、事務局機能を補完する仕組みを構築する
必要がある。

○ 地域医療構想調整会議の体制の充実・強化に向けて、

① 都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置を推奨

② 都道府県主催研修会の開催支援

③ 地元に密着した「地域医療構想アドバイザー」の育成

について具体的に検討を進めてはどうか。

１．地域医療構想調整会議の体制の充実・強化に関する論点
第１３回地域医療構想に

関するＷＧ 資料２
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（役割） ・地域医療構想の達成に向けて各構想区域における調整会議での議論が円滑に進むように支援する。

（協議事項） ・各構想区域における調整会議の運用に関すること（調整会議の協議事項、年間スケジュールなど）

・各構想区域における調整会議の議論の進捗状況に関すること（具体的対応方針の合意状況、再編統合の議論の
状況など）

・各構想区域における調整会議の抱える課題解決に関すること（参考事例の共有など）
・病床機能報告制度等から得られるデータ分析に関すること（定量的な基準など）
・広域での調整が必要な事項に関すること（高度急性期の提供体制など）

（参加者） ・各構想区域の調整会議の議長
・診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者

（その他） ・既存の会議体を活用し、効率的に運用すること

２２

○ 都道府県単位の地域医療構想調整会議は、大半の都道府県において設置されていない。現に
設置されている２０の都道府県では、参加者や協議事項に違いがある。都道府県によっては、新
たに会議体を設置していたり、医療計画全体の議論を行う既存の会議体を活用していたりする。

○ 今後、都道府県単位の地域医療構想調整会議の設置を推奨するにあたり、地域医療構想調整
会議の活性化につながるよう、先進的な都道府県の取組を参考に、その役割や協議事項や参加
者等について以下のとおり整理してはどうか。

都道府県単位の地域医療構想調整会議に関する論点と具体策（案）

＜都道府県単位の地域医療構想調整会議の具体的な役割等＞

第１４回地域医療構想に
関するＷＧ 資料１



＜都道府県主催研修会の開催支援＞
○ 地域医療構想の進め方について、関係者間の認識を共有するために都道府県主催研修会を支援

＜地元に密着した「地域医療構想アドバイザー」の育成＞

○ 地域医療構想調整会議の事務局を補完するために、地元に密着した「地域医療構想アドバイザー」を
育成

（主催） ・都道府県（都道府県医師会との共催も可）

（研修内容） ・厚生労働省が実施する研修会と同様のプログラムで実施することを推奨
（行政説明、事例紹介、グループワーク等）

・行政説明については、都道府県からの求めに応じて、厚生労働省担当者を派遣

（対象者） ・地域医療構想調整会議の議長、事務局、参加者

（その他） ・研修会の開催経費は、地域医療介護総合確保基金を活用

（位置付け） ・厚生労働省に「地域医療構想アドバイザー組織（仮称）」を設置

（役割） ・都道府県の地域医療構想の進め方について助言
・地域医療構想調整会議に出席し、議論が活性化するよう助言

（選定方法） ・国が、都道府県の推薦を踏まえて選定
（「地域医療構想アドバイザー」は、都道府県ごとに複数人を選定することも可とする）

・都道府県は、選定要件を参考に、都道府県医師会と協議しながら、大学・病院団体等の意見も踏ま
えて地元の有識者を推薦

（選定要件） ・地域医療構想、医療計画などの制度を理解していること
・医療政策、病院経営に関する知見を有すること
・各種統計、病床機能報告などに基づくアセスメントができること

（その他） ・国は、「地域医療構想アドバイザー」がその役割を適切に果たせるよう、研修や、事例及びデータ提
供など技術的支援を実施

・「地域医療構想アドバイザー」の活動経費は、地域医療介護総合確保基金を活用

１．地域医療構想調整会議の体制の充実・強化に関する具体策（案）
第１３回地域医療構想に

関するＷＧ 資料２
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